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(57)【要約】
【課題】除染後の炭素鋼部材にＣｏ－６０等の放射性物
質が取り込まれることを抑制すること。
【解決手段】軽水炉を用いた原子力発電プラントを構成
する炭素鋼部材１０を化学除染する工程と、化学除染後
の炭素鋼部材１０の表面と、シュウ酸およびニッケルイ
オンを含むシュウ酸－ニッケル混合液とを接触させ、化
学除染後の炭素鋼部材１０の表面にシュウ酸ニッケル皮
膜２０を形成する工程と、から成る前処理工程を備える
放射性物質付着抑制方法。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
軽水炉を用いた原子力発電プラントを構成する炭素鋼部材を化学除染する工程と、
　化学除染後の前記炭素鋼部材の表面と、シュウ酸およびニッケルイオンを含むシュウ酸
－ニッケル混合液とを接触させ、前記化学除染後の炭素鋼部材の表面にシュウ酸ニッケル
皮膜を形成する工程と、
　から成る前処理工程を備えることを特徴とする放射性物質付着抑制方法。
【請求項２】
前記シュウ酸ニッケル皮膜の表面に酸素を含む気体を供給して、前記シュウ酸ニッケル皮
膜をニッケル酸化物皮膜に変化させる工程、をさらに備えることを特徴とする請求項１記
載の放射性物質付着抑制方法。
【請求項３】
前記酸素を含む気体が３００℃以上であることを特徴とする請求項２記載の放射性物質付
着抑制方法。
【請求項４】
前記シュウ酸ニッケル皮膜の表面に２００℃以上の水を接触させて、前記シュウ酸ニッケ
ル皮膜をニッケルフェライト皮膜に変化させる工程、をさらに備えることを特徴とする請
求項１に記載の放射性物質付着抑制方法。
【請求項５】
前記ニッケル酸化物皮膜の表面に２００℃以上の水を接触させて、前記ニッケル酸化物皮
膜をニッケルフェライト皮膜に変化させる工程、をさらに備えることを特徴とする請求項
２または３に記載の放射性物質付着抑制方法。
【請求項６】
前記シュウ酸－ニッケル混合液は、シュウ酸を０．０２質量％以上含むことを特徴とする
請求項１ないし５のいずれか１項に記載の放射性物質付着抑制方法。
【請求項７】
前記シュウ酸－ニッケル混合液は、ニッケルイオンを０．０１質量％以上含むことを特徴
とする請求項１ないし６のいずれか１項に記載の放射性物質付着抑制方法。
【請求項８】
前記シュウ酸－ニッケル混合液は、５０℃以上であることを特徴とする請求項１ないし７
のいずれか１項に記載の放射性物質付着抑制方法。
【請求項９】
前記シュウ酸－ニッケル混合液は、硫酸ニッケル、硝酸ニッケル、リン酸ニッケル、炭酸
ニッケル、水酸化ニッケル、ギ酸ニッケルおよび酢酸ニッケルから選ばれる１種以上のニ
ッケル塩を含むことを特徴とする請求項１ないし８のいずれか１項に記載の放射性物質付
着抑制方法。
【請求項１０】
前記炭素鋼部材を化学除染する工程で用いられる除染液はシュウ酸を含み、この除染液に
ニッケル塩を添加して前記シュウ酸－ニッケル混合液を調製することを特徴とする請求項
１ないし９のいずれか１項に記載の放射性物質付着抑制方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、軽水炉を用いた原子力発電プラントを構成する炭素鋼部材の表面に放射性物
質が付着することを抑制する放射性物質付着抑制方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　沸騰水型軽水炉（ＢＷＲ）を用いた原子力発電プラントや改良型沸騰水型軽水炉（ＡＢ
ＷＲ）を用いた原子力発電プラントの定期検査時における作業員の被ばく線量は、ＣＵＷ
系（原子炉浄化係）の炭素鋼配管の点検作業時、特に弁点検作業時に多くなる。このため
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、作業員被ばく量を低減するためには、ＣＵＷ系炭素鋼配管、特に弁周辺部の線量を低減
することが好ましい。
【０００３】
　ＣＵＷ系炭素鋼配管等の原子力発電プラントの炭素鋼構造材からの線量は、炭素鋼部材
からなる炭素鋼構造材の表面に付着したクラッドや炭素鋼構造材の表面に形成された鉄酸
化物等の酸化皮膜中に取り込まれた、Ｃｏ－６０やＣｏ－５８等の放射性物質によるもの
である。このため、炭素鋼構造材からの線量を低減する方法としては、化学薬品を用い、
放射性物質を取り込んだクラッドや酸化皮膜を炭素鋼部材の表面から除去する化学除染方
法が広く用いられている。
【０００４】
　化学除染方法としては、化学薬品を用い、還元溶解と酸化溶解とを組み合わせて行う方
法が知られている。除染により、炭素鋼部材の表面から、放射性物質を取り込んだクラッ
ドや酸化皮膜が除去されると、炭素鋼部材の清浄な表面が露出する。
【０００５】
　しかし、除染後に原子炉を再起動すると、炭素鋼部材の表面に再び放射性物質が付着す
る。すなわち、除染後の炭素鋼部材の表面が放射性物質を含む２８０℃程度の高温水に接
触すると、炭素鋼部材の表面に放射性物質を取り込んだ酸化皮膜が再び形成される。しか
も、除染後の炭素鋼部材の清浄な表面では酸化皮膜の皮膜成長速度が速いため、除染後は
除染前よりも炭素鋼部材の放射性物質の取り込み速度が高くなる。以上のように、除染に
より、炭素鋼部材の表面から、放射性物質を取り込んだクラッドや酸化皮膜を一旦除去し
ても、除染後の炭素鋼部材の表面では、除染後の短いサイクルで再び線量率が上昇すると
いう課題があった。
【０００６】
　これに対し、除染後の炭素鋼部材の表面に酸化皮膜を形成する方法として、特許文献１
には、除染後の炭素鋼部材の表面に熱水や水蒸気を接触させる方法、特許文献２には、除
染後の炭素鋼部材の表面に高温の酸素やオゾンを接触させる方法、特許文献３には、除染
後の炭素鋼部材の表面に鉄イオンを含む薬剤を接触させる方法が、それぞれ記載されてい
る。
【０００７】
　また、除染後の炭素鋼部材の表面へのＣｏ－６０の付着を抑制する方法として、特許文
献４および特許文献５には、除染後の炭素鋼部材の最表面にニッケルフェライト層を形成
する方法が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００４－２９４３９３号公報
【特許文献２】特開２００２－２３６１９１号公報
【特許文献３】特開２００６－３８４８３号公報
【特許文献４】特開２０１０－２２９５４３号公報
【特許文献５】特開２０１１－３２５５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　特許文献４や５に記載された方法では、除染後に、炉水中のニッケルを取り込んでニッ
ケルフェライト皮膜を形成する。
【００１０】
　しかし、特許文献４や５に記載された方法では、除染後に、炭素鋼部材の最表面にニッ
ケルフェライト皮膜を形成する際に、ニッケルフェライト皮膜中に炉水中のＣｏ－６０が
取り込まれることにより、ニッケルフェライト皮膜中の放射線量が増大しやすいという課
題があった。
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【００１１】
　本発明は、上記課題を解決するものであり、除染後の炭素鋼部材にＣｏ－６０等の放射
性物質が取り込まれることを抑制することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の放射性物質付着抑制方法は、上記課題を解決するためのものであり、軽水炉を
用いた原子力発電プラントを構成する炭素鋼部材を化学除染する工程と、化学除染後の前
記炭素鋼部材の表面と、シュウ酸およびニッケルイオンを含むシュウ酸－ニッケル混合液
とを接触させ、前記化学除染後の炭素鋼部材の表面にシュウ酸ニッケル皮膜を形成する工
程と、から成る前処理工程を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の放射性物質付着抑制方法によれば、除染後の炭素鋼部材にＣｏ－６０等の放射
性物質が取り込まれることを抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】（Ａ）から（Ｄ）は炭素鋼部材の表面状態の変化を示す断面図。
【図２】実施例１のニッケルフェライト皮膜の表面の走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）写真の
一例。
【図３】ニッケルフェライト皮膜のＣｏ－６０取り込み抑制効果を示すグラフ。
【図４】シュウ酸ニッケル皮膜を作製するときのシュウ酸－ニッケル混合液のニッケルイ
オン濃度と、ニッケルフェライト皮膜のＣｏ－６０取り込み抑制効果との関係を示すグラ
フ。
【図５】ニッケルフェライト皮膜を作製するときの高温水の温度と、ニッケルフェライト
皮膜のＣｏ－６０取り込み抑制効果との関係を示すグラフ。
【図６】ニッケルフェライト皮膜を作製するときの大気酸化の温度と、ニッケルフェライ
ト皮膜のＣｏ－６０取り込み抑制効果との関係を示すグラフ。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
［放射性物質付着抑制方法］
　本発明の放射性物質付着抑制方法には、第１～第４の抑制方法がある。
【００１６】
　第１の抑制方法は、炭素鋼部材を化学除染する工程（化学除染工程）と、炭素鋼部材の
表面にシュウ酸ニッケル皮膜を形成する工程（シュウ酸ニッケル皮膜形成工程）とから成
る前処理工程を備える方法である。
【００１７】
　第２の抑制方法は、第１の抑制方法の化学除染工程およびシュウ酸ニッケル皮膜形成工
程から成る前処理工程に加えて、シュウ酸ニッケル皮膜をニッケルフェライト皮膜に変化
させる工程（第１のニッケルフェライト皮膜形成工程）を備える方法である。
【００１８】
　第３の抑制方法は、第１の抑制方法の化学除染工程およびシュウ酸ニッケル皮膜形成工
程から成る前処理工程に加えて、シュウ酸ニッケル皮膜をニッケル酸化物皮膜に変化させ
る工程（ニッケル酸化物皮膜形成工程）を備える方法である。
【００１９】
　第４の抑制方法は、第３の抑制方法の化学除染工程、シュウ酸ニッケル皮膜形成工程お
よびニッケル酸化物皮膜形成工程に加えて、ニッケル酸化物皮膜をニッケルフェライト皮
膜に変化させる工程（第２のニッケルフェライト皮膜形成工程）を備える方法である。
【００２０】
　はじめに、第１の抑制方法の化学除染工程およびシュウ酸ニッケル皮膜形成工程から成
る前処理工程について説明する。
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【００２１】
（第１の抑制方法）
＜化学除染工程＞
　化学除染工程は、軽水炉を用いた原子力発電プラントを構成する炭素鋼部材を化学除染
する工程である。
　原子力発電プラントを構成する炭素鋼部材としては、たとえば、主蒸気系の主蒸気系配
管、給水系の給水系配管、原子炉再循環系の再循環系配管、原子炉冷却材浄化系の冷却材
浄化系配管、残留熱除去系の残留熱除去系配管、およびボトムドレン配管等が挙げられる
。
【００２２】
　炭素鋼部材を化学除染する工程で用いられる除染液としては、シュウ酸を含む除染液が
好ましい。除染液がシュウ酸を含むと、この除染液にニッケル塩を添加するだけで後述の
シュウ酸－ニッケル混合液を調製することができ、作業時間を短縮したり作業コストを低
減したりすることができる。
【００２３】
　化学除染により、炭素鋼部材の表面に形成された酸化皮膜が除去され、炭素鋼部材の清
浄な表面が露出する。
【００２４】
　図１は、炭素鋼部材の表面状態の変化を示す断面図である。図１（Ａ）は化学除染工程
後の炭素鋼部材の表面状態を示す断面図であり、図１（Ｂ）はシュウ酸ニッケル皮膜形成
工程後の炭素鋼部材の表面状態を示す断面図であり、図１（Ｃ）はニッケル酸化物皮膜形
成工程後の炭素鋼部材の表面状態を示す断面図であり、図１（Ｄ）は第１のニッケルフェ
ライト皮膜形成工程または第２のニッケルフェライト皮膜形成工程後の炭素鋼部材の表面
状態を示す断面図である。
【００２５】
　炭素鋼部材１０が化学除染工程で化学除染されると、炭素鋼部材の表面に形成された酸
化皮膜が除去されることにより、図１（Ａ）に示されるように、清浄な炭素鋼部材１０が
露出する。
【００２６】
＜シュウ酸ニッケル皮膜形成工程＞
　シュウ酸ニッケル皮膜形成工程は、化学除染後の炭素鋼部材の表面と、シュウ酸および
ニッケルイオンを含むシュウ酸－ニッケル混合液とを接触させ、前記化学除染後の炭素鋼
部材の表面にシュウ酸ニッケル皮膜を形成する工程である。
【００２７】
　ここで、シュウ酸－ニッケル混合液とは、シュウ酸およびニッケルイオンを含む混合液
である。シュウ酸－ニッケル混合液は、通常、水溶液である。
【００２８】
　　［シュウ酸－ニッケル混合液］
　シュウ酸－ニッケル混合液は、シュウ酸を、通常０．０２質量％（２００ｐｐｍ）以上
、好ましくは０．０２質量％～０．５質量％（５０００ｐｐｍ）、さらに好ましくは０．
１質量％（１０００ｐｐｍ）～０．５質量％、より好ましくは０．１質量％（１０００ｐ
ｐｍ）～０．２質量％（２０００ｐｐｍ）含む。
【００２９】
　シュウ酸－ニッケル混合液は、ニッケルイオン（Ｎｉ２＋）を、通常０．０１質量％（
１００ｐｐｍ）以上、好ましくは０．０１質量％～０．１２質量％（１２００ｐｐｍ）、
さらに好ましくは０．０１質量％～０．１質量％（１０００ｐｐｍ）、より好ましくは０
．０１質量％～０．０３質量％（３００ｐｐｍ）含む。
【００３０】
　シュウ酸－ニッケル混合液は、通常２０℃以上、好ましくは５０℃以上、さらに好まし
くは５０～９７℃、より好ましくは７０～９５℃である。
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【００３１】
　シュウ酸－ニッケル混合液は、たとえば、水にシュウ酸およびニッケル塩を添加するこ
とにより調製することができる。また、化学除染工程で用いた除染液がシュウ酸を含む水
溶液である場合、この除染液にニッケル塩を添加することにより、シュウ酸－ニッケル混
合液を調製することができる。このため、化学除染工程で用いる除染液がシュウ酸を含む
水溶液であると、除染液を有効活用でき、シュウ酸－ニッケル混合液を調製する手間およ
びコストを低減することができる。
【００３２】
　シュウ酸－ニッケル混合液の調製に用いられるニッケル塩としては、たとえば、硫酸ニ
ッケル、硝酸ニッケル、リン酸ニッケル、炭酸ニッケル、水酸化ニッケル、ギ酸ニッケル
および酢酸ニッケルから選ばれる１種以上のニッケル塩が挙げられる。すなわち、シュウ
酸－ニッケル混合液は、硫酸ニッケル、硝酸ニッケル、リン酸ニッケル、炭酸ニッケル、
水酸化ニッケル、ギ酸ニッケルおよび酢酸ニッケルから選ばれる１種以上のニッケル塩を
含むことができる。
【００３３】
　　［シュウ酸ニッケル皮膜の形成］
　シュウ酸ニッケル皮膜形成工程では、化学除染後の炭素鋼部材の表面と、シュウ酸－ニ
ッケル混合液とを接触させ、化学除染後の炭素鋼部材の表面にシュウ酸ニッケル皮膜を形
成する。
【００３４】
　化学除染後の炭素鋼部材の表面と、シュウ酸－ニッケル混合液との接触は、たとえば、
化学除染後の炭素鋼部材の表面にシュウ酸－ニッケル混合液を通液したり、化学除染後の
炭素鋼部材をシュウ酸－ニッケル混合液に浸漬したりすることにより実施される。
【００３５】
　化学除染後の炭素鋼部材の表面へのシュウ酸－ニッケル混合液の通液は、たとえば、炭
素鋼部材が配管等の、液体の流通または保持が可能な部材または装置である場合、この配
管等の部材または装置にシュウ酸－ニッケル混合液を流通させたり貯留したりすることに
より行われる。
【００３６】
　シュウ酸ニッケル皮膜形成工程で、化学除染後の炭素鋼部材の表面とシュウ酸－ニッケ
ル混合液とが接触すると、シュウ酸－ニッケル混合液中のシュウ酸とニッケルイオンが炭
素鋼部材中の鉄等と反応する。これにより、図１（Ａ）に示される状態が、図１（Ｂ）に
示される状態、すなわち、炭素鋼部材１０の表面にシュウ酸ニッケル皮膜２０が形成され
た状態に変化する。
【００３７】
　図１（Ｂ）に示されるように、炭素鋼部材１０の表面にシュウ酸ニッケル皮膜２０が形
成されると、シュウ酸ニッケル皮膜２０の作用により、炉水中のＣｏ－６０やＣｏ－５８
等の放射性物質が、シュウ酸ニッケル皮膜２０およびその下地の炭素鋼部材１０に取り込
まれにくくなる。
【００３８】
＜第１の抑制方法の効果＞
　第１の抑制方法によれば、炉水中のＣｏ－６０やＣｏ－５８等の放射性物質が、シュウ
酸ニッケル皮膜２０およびその下地の炭素鋼部材１０に取り込まれにくくなる。ここで、
取り込まれることが抑制される放射性物質としては、たとえば、Ｃｏ－６０、Ｃｏ－５８
等である。
【００３９】
　なお、表面にシュウ酸ニッケル皮膜２０を形成していない通常の炭素鋼部材１０は、２
８０℃程度の高温の炉水（高温水）に接触すると、表面に鉄酸化物等の酸化物皮膜が形成
される。そして、この酸化物皮膜中には、通常、高温水等の炉水に含まれるＣｏ－６０や
Ｃｏ－５８等の放射性物質が取り込まれる。
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【００４０】
　これに対し、第１の抑制方法によれば、炭素鋼部材１０の表面にシュウ酸ニッケル皮膜
２０が形成されているため、炉水に含まれるＣｏ－６０やＣｏ－５８等の放射性物質が、
シュウ酸ニッケル皮膜２０およびその下地の炭素鋼部材１０に取り込まれにくくなる。こ
のため、第１の抑制方法によれば、定期検査で業務する作業員の被ばく量を低減すること
ができる。
【００４１】
（第２の抑制方法）
　第２の抑制方法は、第１の抑制方法の化学除染工程およびシュウ酸ニッケル皮膜形成工
程に加えて、シュウ酸ニッケル皮膜をニッケルフェライト皮膜に変化させる工程（第１の
ニッケルフェライト皮膜形成工程）を備える方法である。
【００４２】
＜第１のニッケルフェライト皮膜形成工程＞
　第１のニッケルフェライト皮膜形成工程は、シュウ酸ニッケル皮膜２０の表面に２００
℃以上の水を接触させて、シュウ酸ニッケル皮膜２０をニッケルフェライト皮膜４０に変
化させる工程である。
【００４３】
　ここで、シュウ酸ニッケル皮膜２０の表面に接触させる水としては、炉水、純水等が用
いられる。シュウ酸ニッケル皮膜２０の表面に接触させる水の温度は、２００℃以上、好
ましくは２５０℃以上、好ましくは２８０℃以上である。
【００４４】
　また、シュウ酸ニッケル皮膜２０の表面に接触させる水の温度は、通常４００℃以下、
好ましくは３００℃以下である。ジルカロイの耐熱温度より低く、かつ、原子炉の運転中
の炉水（高温水）の温度は通常２８０℃程度であるため、この温度領域の水を用いると作
業に係るコストを低減することができるからである。
【００４５】
　第１のニッケルフェライト皮膜形成工程で、シュウ酸ニッケル皮膜２０の表面に２００
℃以上の水が接触すると、水中の酸素がシュウ酸ニッケル皮膜２０と反応して、シュウ酸
ニッケル皮膜２０がニッケルフェライト皮膜４０に変化する。これにより、図１（Ｂ）に
示される状態が、図１（Ｄ）に示される状態、すなわち、炭素鋼部材１０の表面にニッケ
ルフェライト皮膜４０が形成された状態に変化する。
【００４６】
　なお、ニッケルフェライト皮膜とは、少なくともニッケルフェライトを含む皮膜である
。ニッケルフェライト皮膜４０は、通常、ニッケルフェライトの結晶粒と鉄酸化物の結晶
粒とがランダムに共存する皮膜になっている。
【００４７】
　図１（Ｄ）に示されるように、炭素鋼部材１０の表面にニッケルフェライト皮膜４０が
形成されると、ニッケルフェライト皮膜４０の作用により、炉水中のＣｏ－６０やＣｏ－
５８等の放射性物質が、ニッケルフェライト皮膜４０およびその下地の炭素鋼部材１０に
取り込まれにくくなる。
【００４８】
＜第２の抑制方法の効果＞
　第２の抑制方法によれば、炉水中のＣｏ－６０やＣｏ－５８等の放射性物質が、ニッケ
ルフェライト皮膜４０およびその下地の炭素鋼部材１０に取り込まれにくくなる。ここで
、取り込まれることが抑制される放射性物質は、第１の抑制方法と同じである。
【００４９】
　なお、表面にニッケルフェライト皮膜４０を形成していない通常の炭素鋼部材１０は、
２８０℃程度の高温の炉水（高温水）に接触すると、表面に鉄酸化物等の酸化物皮膜が形
成される。そして、この酸化物皮膜中には、通常、高温水等の炉水に含まれるＣｏ－６０
やＣｏ－５８等の放射性物質が取り込まれる。
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【００５０】
　これに対し、第２の抑制方法によれば、炭素鋼部材１０の表面にニッケルフェライト皮
膜４０が形成されているため、炉水に含まれるＣｏ－６０やＣｏ－５８等の放射性物質が
、ニッケルフェライト皮膜４０およびその下地の炭素鋼部材１０に取り込まれにくくなる
。このため、第２の抑制方法によれば、定期検査で業務する作業員の被ばく量を低減する
ことができる。
【００５１】
（第３の抑制方法）
　第３の抑制方法は、第１の抑制方法の化学除染工程およびシュウ酸ニッケル皮膜形成工
程に加えて、シュウ酸ニッケル皮膜をニッケル酸化物皮膜に変化させる工程（ニッケル酸
化物皮膜形成工程）を備える方法である。
【００５２】
＜ニッケル酸化物皮膜形成工程＞
　ニッケル酸化物皮膜形成工程は、シュウ酸ニッケル皮膜２０の表面に酸素を含む気体を
供給して、シュウ酸ニッケル皮膜２０をニッケル酸化物皮膜３０に変化させる工程である
。
【００５３】
　ここで、酸素を含む気体としては、たとえば、空気、酸素等が用いられる。
　酸素を含む気体は、シュウ酸ニッケル皮膜２０への表面の際の温度が、通常１００℃以
上、好ましくは３００℃以上、好ましくは４００℃以上である。また、酸素を含む気体は
、シュウ酸ニッケル皮膜２０への表面の際の温度が、通常８００℃以下、好ましくは５０
０℃以下である。
【００５４】
　第１のニッケルフェライト皮膜形成工程で、シュウ酸ニッケル皮膜２０の表面に酸素を
含む気体が供給されると、酸素を含む気体中の酸素がシュウ酸ニッケル皮膜２０と反応し
て、シュウ酸ニッケル皮膜２０がニッケル酸化物皮膜３０に変化する。これにより、図１
（Ｂ）に示される状態が、図１（Ｃ）に示される状態、すなわち、炭素鋼部材１０の表面
にニッケル酸化物皮膜３０が形成された状態に変化する。
【００５５】
　なお、ニッケル酸化物皮膜３０とは、少なくともニッケル酸化物を含む皮膜である。ニ
ッケル酸化物皮膜３０は、通常、ニッケル酸化物の結晶粒と鉄酸化物の結晶粒とがランダ
ムに共存する皮膜になっている。
【００５６】
　図１（Ｃ）に示されるように、炭素鋼部材１０の表面にニッケル酸化物皮膜３０が形成
されると、ニッケル酸化物皮膜３０の作用により、炉水中のＣｏ－６０やＣｏ－５８等の
放射性物質が、ニッケル酸化物皮膜３０およびその下地の炭素鋼部材１０に取り込まれに
くくなる。
【００５７】
＜第３の抑制方法の効果＞
　第３の抑制方法によれば、炉水中のＣｏ－６０やＣｏ－５８等の放射性物質が、ニッケ
ル酸化物皮膜３０およびその下地の炭素鋼部材１０に取り込まれにくくなる。ここで、取
り込まれることが抑制される放射性物質は、第１の抑制方法と同じである。
【００５８】
　なお、表面にニッケル酸化物皮膜３０を形成していない通常の炭素鋼部材１０は、２８
０℃程度の高温の炉水（高温水）に接触すると、表面に鉄酸化物等の酸化物皮膜が形成さ
れる。そして、この酸化物皮膜中には、通常、高温水等の炉水に含まれるＣｏ－６０やＣ
ｏ－５８等の放射性物質が取り込まれる。
【００５９】
　これに対し、第３の抑制方法によれば、炭素鋼部材１０の表面にニッケル酸化物皮膜３
０が形成されているため、炉水に含まれるＣｏ－６０やＣｏ－５８等の放射性物質が、ニ
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ッケル酸化物皮膜３０およびその下地の炭素鋼部材１０に取り込まれにくくなる。このた
め、第３の抑制方法によれば、定期検査で業務する作業員の被ばく量を低減することがで
きる。
【００６０】
（第４の抑制方法）
　第４の抑制方法は、第３の抑制方法の化学除染工程、シュウ酸ニッケル皮膜形成工程お
よびニッケル酸化物皮膜形成工程に加えて、ニッケル酸化物皮膜をニッケルフェライト皮
膜に変化させる工程（第２のニッケルフェライト皮膜形成工程）を備える方法である。
【００６１】
＜第２のニッケルフェライト皮膜形成工程＞
　第２のニッケルフェライト皮膜形成工程は、ニッケル酸化物皮膜３０の表面に２００℃
以上の水を接触させて、ニッケル酸化物皮膜３０をニッケルフェライト皮膜４０に変化さ
せる工程である。
【００６２】
　ここで、ニッケル酸化物皮膜３０の表面に接触させる２００℃以上の水とは、第２の抑
制方法の第１のニッケルフェライト皮膜形成工程で用いられる２００℃以上の水と、組成
や温度が同じであるため、説明を省略する。
【００６３】
　第２のニッケルフェライト皮膜形成工程で、ニッケル酸化物皮膜３０の表面に２００℃
以上の水が接触すると、水中の酸素がニッケル酸化物皮膜３０と反応して、ニッケル酸化
物皮膜３０がニッケルフェライト皮膜４０に変化する。これにより、図１（Ｃ）に示され
る状態が、図１（Ｄ）に示される状態、すなわち、炭素鋼部材１０の表面にニッケルフェ
ライト皮膜４０が形成された状態に変化する。
【００６４】
　なお、ニッケルフェライト皮膜は、第２の抑制方法の第１のニッケルフェライト皮膜形
成工程で得られるニッケルフェライト皮膜と同じであるため、説明を省略する。
【００６５】
　図１（Ｄ）に示されるように、炭素鋼部材１０の表面にニッケルフェライト皮膜４０が
形成されると、ニッケルフェライト皮膜４０の作用により、炉水中のＣｏ－６０やＣｏ－
５８等の放射性物質が、ニッケルフェライト皮膜４０およびその下地の炭素鋼部材１０に
取り込まれにくくなる。
【００６６】
＜第４の抑制方法の効果＞
　第４の抑制方法の効果は、第２の抑制方法と同様の効果を奏する。すなわち、第４の抑
制方法によれば、定期検査で業務する作業員の被ばく量を低減することができる。
【００６７】
（放射性物質付着抑制方法の効果）
　本発明の放射性物質付着抑制方法は、第１～第４の抑制方法に共通する効果を奏する。
すなわち、本発明の放射性物質付着抑制方法によれば、除染後の炭素鋼部材にＣｏ－６０
等の放射性物質が取り込まれることを抑制することができる。
【実施例】
【００６８】
　以下に実施例を示すが、本発明はこれらに限定されて解釈されるものではない。
【００６９】
［実施例１］
（炭素鋼部材）
　ＳＴＰＴ４１０の炭素鋼部材を用意した。
（化学除染工程およびシュウ酸ニッケル皮膜形成工程）
　この炭素鋼部材を化学除染した後、シュウ酸２０００ｐｐｍ、ニッケルイオン３００ｐ
ｐｍで９５℃のシュウ酸－ニッケル混合液に１時間浸漬した。浸漬後、炭素鋼部材の表面
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にはシュウ酸ニッケル皮膜が形成されていた。
（ニッケル酸化物皮膜形成工程）
　この表面にシュウ酸ニッケル皮膜が形成された炭素鋼部材を、空気中４２５℃で２時間
焼成した。焼成後の炭素鋼部材の表面には、シュウ酸ニッケル皮膜に代えてニッケル酸化
物皮膜が形成されていた。
（第２のニッケルフェライト皮膜形成工程）
　この表面にニッケル酸化物皮膜が形成された炭素鋼部材を、ニッケル濃度２．０ｐｐｍ
、Ｃｏ－６０濃度０．０１５Ｂｑ／ｃｍ３、２８０℃の高温水中に５００時間浸漬した。
浸漬後の炭素鋼部材の表面には、ニッケル酸化物皮膜に代えてニッケルフェライト皮膜が
形成されていた。
（皮膜中のＣｏ－６０量の測定）
　浸漬後の試験片について、ニッケルフェライト皮膜中のＣｏ－６０量を測定した。図３
に測定結果を示す。
（皮膜の分析）
　図２に、このニッケルフェライト皮膜の表面の走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）写真の一例
を示す。図２より、ニッケルフェライト皮膜は、正八面体の結晶粒子４５と、正八面体以
外の結晶粒子４６とが混在することが分かった。
　また、ニッケルフェライト皮膜の表面をＸ線回折分析により結晶形態を調べたところ、
正八面体の結晶粒子４５は主にニッケルフェライトからなり、正八面体以外の結晶粒子４
６は鉄酸化物からなることが分かった。鉄酸化物からなる結晶粒子４６は、母材である炭
素鋼部材に由来するものであると考えられる。
　また、ニッケルフェライト皮膜の性状を制御すると、Ｃｏ－６０の拡散障壁となり、Ｃ
ｏ－６０が取り込まれるサイトを減少させることができることが分かった。
【００７０】
［比較例１］
　実施例１と同じ炭素鋼部材を用意し、実施例１と同じ化学除染工程を行った。
　この炭素鋼部材を、ニッケル濃度２．０ｐｐｍ、Ｃｏ－６０濃度０．０１５Ｂｑ／ｃｍ
３、２８０℃の高温水中に５００時間浸漬した。浸漬後の炭素鋼部材の表面には、　鉄酸
化物皮膜が形成されていた。
　浸漬後の試験片について、鉄酸化物皮膜中のＣｏ－６０量を測定した。図３に測定結果
を示す。
【００７１】
　図３より、実施例１の方法は、被ばく低減効果を有することが分かった。
【００７２】
［実施例２－１～２－３］
（炭素鋼部材）
　実施例１と同じ炭素鋼部材を用意した。
（化学除染工程およびシュウ酸ニッケル皮膜形成工程）
　シュウ酸－ニッケル混合液として、ニッケルイオン濃度を１００ｐｐｍ（実施例２－１
）、３００ｐｐｍ（実施例２－２）、１０００ｐｐｍ（実施例２－３）とし、温度を２５
℃とした以外は、実施例１と同様にして化学除染工程およびシュウ酸ニッケル皮膜形成工
程を行った。処理後、炭素鋼部材の表面にはシュウ酸ニッケル皮膜が形成されていた。
（第１のニッケルフェライト皮膜形成工程）
　表面にシュウ酸ニッケル皮膜が形成された炭素鋼部材を、ニッケル濃度２．０ｐｐｍ、
Ｃｏ－６０濃度０．０１５Ｂｑ／ｃｍ３、２８０℃の高温水中に５００時間浸漬した。浸
漬後の炭素鋼部材の表面には、シュウ酸ニッケル皮膜に代えてニッケルフェライト皮膜が
形成されていた。
（皮膜中のＣｏ－６０量の測定）
　試験片について実施例１と同様にしてＣｏ－６０量を測定した。図４に測定結果を示す
。
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【００７３】
　図４より、シュウ酸－ニッケル混合液のニッケルイオン濃度が多いほうが、Ｃｏ－６０
量が少なくなることが分かった。
【００７４】
［実施例３－１および３－２］
（炭素鋼部材）
　実施例１と同じ炭素鋼部材を用意した。
（化学除染工程およびシュウ酸ニッケル皮膜形成工程）
　シュウ酸－ニッケル混合液として、ニッケルイオン濃度を３００ｐｐｍとし、温度を２
５℃（実施例３－１）または９５℃（実施例３－２）とした以外は、実施例２－１と同様
にして化学除染工程およびシュウ酸ニッケル皮膜形成工程を行った。処理後、炭素鋼部材
の表面にはシュウ酸ニッケル皮膜が形成されていた。
（第１のニッケルフェライト皮膜形成工程）
　実施例２－１と同様にして第１のニッケルフェライト皮膜形成工程を行った。処理後、
炭素鋼部材の表面にはニッケルフェライト皮膜が形成されていた。
（皮膜中のＣｏ－６０量の測定）
　試験片について実施例１と同様にしてＣｏ－６０量を測定した。図５に測定結果を示す
。
【００７５】
　図５より、シュウ酸－ニッケル混合液での処理温度が高いほうが、Ｃｏ－６０量が少な
くなることが分かった。シュウ酸－ニッケル混合液での処理温度が高いほうが、炭素鋼部
材の表面により安定した保護皮膜が形成されるからであると考えられる。
【００７６】
［実施例４－１および４－２］
　ニッケル酸化物皮膜形成工程において、空気中２５℃（実施例４－１）または３００℃
（実施例４－２）で２時間焼成した以外は実施例１と同様にして炭素鋼部材の表面を処理
した。全ての処理後、炭素鋼部材の表面にはニッケルフェライト皮膜が形成されていた。
（皮膜中のＣｏ－６０量の測定）
　試験片について実施例１と同様にしてＣｏ－６０量を測定した。図６に測定結果を示す
。なお、図６には、実施例１の試験結果も併記する。
【００７７】
　図６より、空気の温度が高いほうが、Ｃｏ－６０量が少なくなることが分かった。この
ように大気酸化の際の空気の温度の高低により、Ｃｏ－６０等の放射性物質の付着抑制作
用を制御できるため、付着抑制作用の要求の大きさに応じて、大気酸化の際の空気の温度
を決めることができ、作業の低コスト化が可能になる。すなわち、線量が高い箇所には高
温処理によりＣｏ－６０等の放射性物質の付着抑制作用を強くするとともに、線量が低い
箇所には低温処理によりＣｏ－６０等の放射性物質の付着抑制作用を弱くすることにより
、コストの低減を図ることができる。
【００７８】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【符号の説明】
【００７９】
１０　炭素鋼部材
２０　シュウ酸ニッケル皮膜
３０　ニッケル酸化物皮膜
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４０　ニッケルフェライト皮膜
４５　正八面体の結晶粒子
４６　正八面体以外の結晶粒子

【図１】 【図３】

【図４】
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